案内リーフレット2025.2更新
　岐阜市消防本部
聴覚 (ちょうかく)・音声 (おんせい)・言語 (げんご)機能 (きのう)に障がいがある方のための
メール119　　のご案内


[image: 消防うーたん（防火衣）]「メール119(いちいちきゅう)」とは、聴覚・音声・言語機能などの障がいにより音声による119番通報が困難な方が、携帯電話のメール又はＳＭＳ（ショートメッセージ）を利用して、消防本部へ緊急通報することができるものです。スマートフォン、タブレットをご利用の場合は、ぜひNet119の方をご利用ください！

（事前の利用者登録が必要です。）
【登録対象者】
聴覚・音声・言語機能に障がいがあり音声による119 番通報が困難な方で、岐阜市消防本部管内（岐阜市・瑞穂市・山県市・本巣市・北方町）にお住まいの人、通勤している人又は通学している人
【利用登録の申請方法】　
（１）「メール１１９登録申請書」に必要な内容を記入し提出（オンライン申請も可能）
（２）消防本部指令課で申請内容を確認・登録作業を実施
（３）登録完了メールを受信　＝登録完了　（メール119通報専用メールアドレスを記載していますので、緊急通報時には下記の内容をメール送信してください。）
　①災害種別「火事」又は「救急」②発生場所（住所・建物名）③氏名④状況　
[image: Y:\保管用フォルダ\net119\メール119\メール119hpQR1001453_1.png]※詳しい利用登録の申請方法は、岐阜市ホームページ（くらし・手続き→
消防・救急→消防・119番通報→メール１１９のページ）にも掲載しています。
【申請先・問合せ先】　岐阜市消防本部　指令課
〒500-8812　岐阜市美江寺町2丁目9番地
　　　　　　　　　　　電話：058-262-8151　ＦＡＸ：058-266-8155
【申請書の提出先】※（２）、（３）に提出した場合、（１）指令課に送付されます。
（１）岐阜市消防本部　指令課　（２）岐阜市消防本部管内の消防署・分署
	市町
	住所
	窓口
	電話番号
	FAX

	岐阜市
	岐阜市司町40番地1
岐阜市役所
	障がい福祉課
	058-265-4141（代表）
	058-265-7613

	瑞穂市
	瑞穂市別府1288番地
瑞穂市役所
	福祉生活課
	058-327-4123
	058-327-1566

	山県市
	山県市高木1000番地1　山県市役所
	福祉課
	0581-22-6837
	0581-22-6850

	本巣市
	本巣市早野255番地
本巣市役所
	福祉支援課
	058-323-7752
	058-323-1144

	北方町
	本巣郡北方町長谷川1丁目1番地　北方町役場
	福祉子ども課
	058-323-1119
	058-323-2114


（３）各市町の障がい福祉担当課の窓口
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